
7 0 ～ 7 4 歳 の 方

※　通知書や連絡書（はがき）は免許証に記載されているご住所に送付されます。
　　（運転免許証の住所を変更していない場合、通知書や連絡書は届きませんが、届いていなくても予約や更新手続は可能です。）
※　通知書や連絡書（はがき）がお手元にない場合、運転免許証の有効期限をご自身で十分に確認して、高齢者講習の予約や更新手続を行って下さい。

高齢者講習
等通知書が
届く

○ 講義（座学）
○ 運転適性検査
○ 実車指導 ※

※ 普通自動車対応免許をお持ちでない
方（原付・二輪・小特・大特免許のみ
の方）は、実車指導のない高齢者講習
になります。

高齢者講習の申込み（予約）

お近くの自動車教習所や運転
免許センターに電話をして高
齢者講習の予約をする。

※ 通知書が届きましたら早めの予約を
お願いします。

高齢者講習の受講 更新手続き

○ 適性検査
○ 写真撮影等
○ 免許証交付

運転免許証
更新連絡書
が届く


